
○福井県立大学恐竜学部生生活応援事業補助金交付要綱 

令和6年8月5日 

告示第43号 

改正　令和6年12月19日告示第67号 

(趣旨) 

第1条　この要綱は、勝山市内に居住する福井県立大学恐竜学部生に対して、福井県立大

学恐竜学部生生活応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、勝山市内への居

住促進による地域活性化を図ることを目的に、勝山市補助金等交付規則(昭和47年勝山

市規則第12号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)　恐竜学部生　補助金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)の属する

年度の4月1日時点において、福井県立大学恐竜学部に在籍する学生(大学院生を含

む。)をいう。 

(2)　市内賃貸住宅等　次に掲げる住宅をいう。 

ア　勝山市内の民間賃貸集合住宅、市営住宅及び定住促進住宅 

イ　その他勝山市内の戸建て住宅 

(3)　入居　賃貸住宅等の賃貸借契約を締結し、契約者又は居住者である恐竜学部生が

当該住宅等を生活の本拠とすることをいう。 

(4)　家賃　賃貸借契約に定められた月額の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料及び

保証金を除く。)をいう。 

(5)　引越し　恐竜学部生が勝山市外から勝山市内へ居住地を移すための引越しをいう。 

(補助金等) 

第3条　補助金の内容は、次のとおりとする。 

(1)　市内賃貸住宅等家賃補助 

ア　補助対象者　市内賃貸住宅等に入居する市外出身の恐竜学部生(勝山市への住民

登録の有無は問わない。) 

イ　補助率　家賃月額の2分の1以内 

ウ　上限額　月額10,000円。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 



(2)　自家用車等維持費補助 

ア　補助対象者　自家用車等(電動アシスト自転車を除く。)を所有する者のうち、次

のいずれかに該当する者 

(ア)　市内賃貸住宅等に入居する市外出身の恐竜学部生(勝山市への住民登録の有

無は問わない。) 

(イ)　勝山市内に在住する勝山市内出身の恐竜学部生 

イ　補助額 

(ア)　自動車(四輪車)　月額5,000円(定額) 

(イ)　二輪車　月額3,000円(定額) 

(3)　学び応援金給付 

ア　給付対象者 

(ア)　市内賃貸住宅等に入居する市外出身の恐竜学部生(勝山市への住民登録の有

無は問わない。) 

(イ)　勝山市内に在住する勝山市内出身の恐竜学部生 

イ　給付額　月額10,000円(定額) 

(4)　引越し費用補助 

ア　補助対象者　恐竜学部生(新入学生を含む。勝山市への住民登録の有無は問わな

い。) 

イ　補助額　50,000円(定額)。ただし、一人につき1回限りとし、引越し業者利用の

有無を問わない。 

2　前項の補助対象者(前項第3号の場合にあっては給付対象者)は、暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を持つものであってはならない。 

(交付申請) 

第4条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県立大学恐

竜学部生生活応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1)　福井県立大学恐竜学部の在学証明書又は入学証明書 

(2)　市内賃貸住宅等賃貸借契約書の写し(市内賃貸住宅等家賃補助申請の場合に限

る。) 

(3)　運転免許証の写し(自家用車等維持費補助申請の場合に限る。) 



(4)　自動車検査証の写し(自家用車等維持費補助申請の場合に限る。) 

(5)　標識交付証明書の写し(原動機付自転車を所有し、自家用車等維持費補助申請の場

合に限る。) 

(6)　軽自動車届出済証の写し(排気量125cc超250cc以下の二輪車を所有し、自家用車等

維持費補助申請の場合に限る。) 

(7)　その他市長が必要と認める書類 

2　前年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者は、当年度中の4月末日までに前項

の申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(交付の決定) 

第5条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決

定し、その結果を速やかに福井県立大学恐竜学部生生活応援補助金交付(不交付)決定通

知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。 

(申請内容の変更) 

第6条　補助金の交付の決定を受けた者は、申請内容に変更があったときは、福井県立大

学恐竜学部生生活応援補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる書類

を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

2　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の額又

は補助金の交付期間の変更を決定し、補助金の交付を受けた者に、通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第7条　補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに定める期間までに福井

県立大学恐竜学部生生活応援事業補助金交付請求書(様式第4号)に市長が必要と認める

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1)　4月分から9月分までの補助金　10月末日まで 

(2)　10月分から3月分までの補助金　3月末日まで 

2　市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、補助

金の交付が適当と認められた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。 

(交付決定の取消し) 

第8条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(1)　虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2)　その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 



(補助金の返還) 

第9条　前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金が既に

交付されている場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができ

る。 

(その他) 

第10条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 

附　則(令和6年12月19日告示第67号) 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 
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